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LIBORからの移行対応について 

○ 金融庁は、日本銀行と合同で、2022 年 12 月末基準での「第４回 LIBOR

利用状況調査」を実施し、2023年３月 24日に調査結果を公表した。 

○ 調査の結果、2023 年６月末に公表停止が予定されているドル LIBOR を

参照する契約については、６割弱の金融機関において、残存契約を有して

いない、あるいは事前移行かフォールバック条項の導入を完了しているこ

とが確認された。また、未対応の残存契約を有する金融機関においても、

現時点において移行対応に関する大きな障害は確認されていない。シンセ

ティック LIBOR を利用する契約は、「円」と「ポンド」ともに僅少ながら

残存しているものの、「円」については実質的な移行対応は完了している

ことが確認されたほか、「ポンド」についても移行対応完了の目途が立っ

ていることが確認された。 

○ 各金融機関においては、シンセティック LIBORの通貨別の公表停止状況

を踏まえた適切な対応を今後も計画的に実施いただくとともに、公表停止

まで残り３ヵ月を切ったドル LIBORについては、公表停止期限である 2023

年６月末までの時間軸を意識した移行対応を引き続きしっかりと進めて

いただきたい。 

○ 金融庁としては、本調査の結果も踏まえて、引き続き日本銀行と連携し

て各金融機関の移行対応をモニタリングするとともに、その状況に応じた

対応を求めていく。 


